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申
告
が
な
い
場
合
、
国
民
健
康
保
険

税
や
介
護
保
険
料
な
ど
の
算
定
や
各
種

証
明
書
の
発
行
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
。
ま
た
、
収
入
が
無
い
方
で
、
ど

な
た
の
扶
養
に
も
な
っ
て
い
な
い
方
も

申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

【
申
告
に
必
要
な
も
の
】

①
印
鑑

②
給
与（
年
金
も
含
む
）な
ど
の
源
泉
徴

収
票

③
所
得
税
が
還
付
に
な
る
場
合
は
、
本

人
の
振
込
み
口
座
の
分
か
る
も
の

④
事
業
所
得（
営
業
、
農
業
に
よ
る
所

得
な
ど
）、
不
動
産
所
得
の
収
支
内

訳
書

⑤
各
種
領
収
書
ま
た
は
、
支
払
証
明
書

（
医
療
費
、
国
民
健
康
保
険
税
、
国

民
年
金
保
険
料
、
農
業
者
年
金
保
険

料
、
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
な

ど
）

【
注
意
事
項
】

１
．申
告
会
場
は
大
変
込
み
合
い
ま
す
。

前
も
っ
て
次
の
ご
用
意
を
お
願
い
し

ま
す
。

・
営
業
所
得
、
農
業
所
得
、
不
動
産
所

得
な
ど
の
申
告
を
さ
れ
る
方
は
、
帳

簿
、
領
収
書
な
ど
を
整
理
し
、
収
支

内
訳
書
を
必
ず
作
成
し
て
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

・
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

は
、
治
療
を
受
け
た
人
ご
と
に
領
収

書
を
整
理（
日
付
が
平
成
19
年
中
で

あ
る
こ
と
を
必
ず
確
認
）
し
、
合
計

金
額
を
算
出
し
て
お
い
て
く
だ
さ

い
。

２
．
確
定
申
告
を
提
出
し
た
方
は
、
市

県
民
税
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

３
．
事
業
所
得
な
ど
に
お
い
て
今
回
初

め
て
収
支
内
訳
書
を
作
成
さ
れ
る

方
、
土
地
や
株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得

が
あ
る
方
は
税
務
署
で
申
告
さ
れ
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

税
源
移
譲
に
伴
う
住
民
税
の

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
に
つ
い
て

　

平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
末
ま
で
に

入
居
し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

を
受
け
て
い
る
方
で
平
成
19
年
分
の
所

得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い
額
が
あ
る

市
県
民
税
、
所
得
税
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か

　平成�0年度（平成19年1月から1�月末までに得た所得）の申告受付

は、土曜日、日曜日を除く�月1�日（月）から�月1�日（月）までです。

　　　　　　●受付会場　市保健センター研修室（２階）

　　　　　　●受付時間　午前８時45分～午後４時

申告期間　2月18日（月）～3月17日（月）
	 ※土・日曜日を除く。
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方
は
、
翌
年
度
の
住
民
税（
所
得
割
）か

ら
控
除
で
き
ま
す
。
控
除
を
受
け
る
た

め
に
は
、
平
成
20
年
３
月
17
日
ま
で
に

平
成
20
年
１
月
１
日
現
在
お
住
ま
い
の

市
区
町
村
へ「
市
民
税
県
民
税
住
宅
借

入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

所
得
税（
竜
ヶ
崎
税
務

署
）
☎
０
２
９
７
・
66
・
１
３
０
３

（
〒
３
０
１
‐
８
６
０
１
龍
ヶ
崎
市

川
原
代
町
１
１
８
２
‐
５
）

　

市
県
民
税（
市
税
務
課
）☎
８
７
３
・

２
１
１
１
内
線
１
０
５
６
～
１
０
５

９




